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（１）サービスの利用料金                   

地域区分その他(1単位/10円) 

サービス名 サービス内容 基本単位 基本料金 
ご利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

訪問型サービス１１ 

（日割） 週１回程度 

（要支援１・２ 

事業対象者） 

39 390円 39円 78円 117円 
 

訪問型サービス１１ 

（１月につき） 
1176 11,760円 1,176円 2,352円 3,528円 

 

 

訪問型サービス１２ 

（日割） 週２回程度 

（要支援１・２ 

事業対象者） 

77 770円 77円 154円 231円 

 

 

訪問型サービス１２ 

（１月につき） 
2349 23,490円 2,349円 4,698円 7,047円 

 

 

訪問型サービス１３ 

（日割） 週２回を超える

場合（要支援２ 

  事業対象者） 

123 1,230円 123円 246円 369円 
 

 

訪問型サービス１３ 

（１月につき） 
3727 37,270円 3,727円 7,454円 

11,181

円 

 

 

１月当たりの回数を定める場合は以下の料金  

訪問型サービス２１ 

（１回につき） 

標準的な内容の

指定相当訪問型 

サービス 

287 2,870円 287円 574円 861円 

 

 

訪問型サービス２２ 

（１回につき） 

生活援助 

（20分以上 45分

未満） 

179 1,790円 179円 358円 537円 

 

 

訪問型サービス２３ 

（１回につき） 

生活援助 

（45分以上） 
220 2,200円 220円 440円 660円 

 

 

訪問型サービス短時

間サービス 

（１回につき） 

短時間の身体介

護が中心である

場合 

163 1,630円 163円 326円 489円 

 

 

 

※「事業対象者」とは、要支援１または要支援２の認定を受けていない６５歳以上の方 

  市区町村が実施する基本チェックリストにより、生活機能の低下が見られると判断された方 

 

※「標準的な内容の指定相当訪問型サービス」とは、身体介護、生活援助サービスになります。 

  要支援１・２、事業対象者が利用できます。 

 

※「週〇回程度の利用」について週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、 

  提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても利用料及び利用者負担額は、 

  変動せず定額となります。 

 

※ 月ごとの定額制となっていますが、月の途中からサービス開始または終了、要支援から要介

護または要介護から要支援になった場合は、日割り計算を行います。 
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（２）その他加算 

 

  単位 1割 2割 3割 

初回加算 (+)200 200 400 600 

緊急時訪問介護加算 (+)100 100 200 300 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） (+)100 100 200 300 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） (+)200 200 400 600 

口腔連携強化加算 (+)50 50 100 150 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） (+)3 3 6 9 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） (+)4 4 8 12 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
1月につき(利用者ごとに、当該月

の介護報酬総単位数について算定 

※基本サービス+各種加算・減算の

単位数 

×24.5％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ×22.4％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ×18.2％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ×14.5％ 

※介護職員処遇改善加算は、当該事業所が介護職員の資質向上の支援に関する計画の策 

  定、介護職員の賃金の処遇の改善をする施策を行っているため、全てのご利用者に対し 

  加算されます。 

 

 

早朝(6時～8時) 単位数の 25％増    

夜間(18時～22時) 単位数の 25％増    

深夜(22時～翌 6時) 単位数の 50％増    

訪問介護員 2人対応 2人分の利用料金となります  
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（３）交通費/キャンセル料 

交通費 

ご利用者の居宅が、通常の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づき、 

交通費の実費を請求します。 

なお、２の「事業の実施地域」でのサービス提供については、交通費は無料で

す。 

 

 

実施地域を越える地点から、片道 10㎞未満  200円  

実施地域を超える地点から、片道 10㎞以上 15㎞未満  300円  

事業所の実施地域を超える地点から、片道 15㎞以上の

場合、1㎞を超える毎 
20円 

 

 

キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間

に応じて、下記のキャンセル料を請求します。 

 

 

前日の 20時までのご連絡の場合 キャンセル料不要  

急変による場合 キャンセル料不要  

当日キャンセルの場合 1,200円  

 

 

 

 


